


２．特別養護老人ホーム入所者への訪問看護の評価 

 

特別養護老人ホーム入所者に対する訪問看護の提供は、現状では末期がん患者への医

療保険による訪問看護のみが認められている。入所者の高齢化・重度化が進む実状をふま

え、外部から特養入所者に訪問看護サービスを提供できる仕組みを設けることにより、安全な

ケアの実施や疾患の重度化予防、夜間・休日のケアニーズに対応可能な体制をとれるよう要

望する。  

喀痰吸引、経管栄養など医療依存度の高い入所者や、誤嚥性肺炎や褥瘡のリスクが高い

入所者など、訪問看護の必要な複数の者に対し、定期的あるいは短期集中的にケアを実施

することにより、入所者の状態やＱＯＬの改善、重度化予防の効果が得られる。また、吸引や

排泄コントロールなど、施設の看護職員不在時に定期的なケアが必要な入所者に対しても、

夜間・早朝帯に訪問看護を提供することにより、特養職員の過重負担を防ぐとともに、入所者

の重度化による救急搬送や入院を予防する効果が期待できる。 




